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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，産業標準

大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。産業標準大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS Z 8101 規格群（統計－用語及び記号）には，次に示す部編成がある。 

JIS Z 8101-1 第 1 部：一般統計用語及び確率で用いられる用語 

JIS Z 8101-2 第 2 部：統計の応用 

JIS Z 8101-3 第 3 部：実験計画法 

JIS Z 8101-4 第 4 部：標本調査法 

 



 
 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 
 Z 8101-4：0000 
 (ISO 3534-4：2014) 

統計－用語及び記号－第 4 部：標本調査法 
Statistics－Vocabulary and symbols－Part 4: Survey sampling 

 
序文 

この規格は，2014 年に第 1 版として発行された ISO 3534-4 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

調査のためのサンプリング（標本調査法）は，母集団に関する情報を収集する計画の策定に本質的役割

を果たす戦略の一つである。母集団に含まれる全てのアイテム（構成要素）をリストアップできる場合は，

非復元サンプリングの統計的手法が主要な役割を果たす。調査のデザイン及びその実行は，取り扱う問題

のタイプ，結論に付与される一般性の程度，さらに，最終的には，調査の実施及び結果の分析に利用でき

る資源に依存する。 

世論調査，顧客満足度調査及び調査員による面接調査は，意思決定者に自らの戦略を策定したり，調整

したりするための情報を提供する仕組みとして，現代社会に浸透している。ニュースメディアは，政治的

リーダーシップに関して，一国の世論を問うことを典型とするような標本調査の結果を頻繁に報告してい

る。これは，決して最近の現象ではない。その理由は，集団のアイテムを調べるという行為（とりわけ，

国勢調査）は，何千年もの間，実施されてきたからである。一般的な方法論としての調査のためのサンプ

リング及びその精密な理論的基礎としての有限母集団からのサンプリングが，JIS Z 8101 規格群のこの部

の主題である。 

調査のためのサンプリングの方法論は，母集団からアイテムのサンプルを選び，これらのアイテムを測

定し，当該標本から得られた結果に基づいて母集団の特性値を推定する過程から成る。参考文献[4]は，調

査の概念を次によって定義している。 

a) 調査は，母集団のアイテムの集合を関心の対象とする。 

b) 調査は，一つ以上の測定可能な特性をもつ母集団を必要とする。 

c) 調査は，母集団の特性に関して定義された一つ以上のパラメータに依拠して母集団を描写することを

目的とする。 

d) 調査は，その実施のために，個々のアイテムの測定に資する，母集団を表現したもの（フレーム），例

えば，アイテムの一覧表を必要とする。 

e) 調査は，フレームから選ばれたアイテムの部分集合に適用される。その部分集合は，サンプルサイズ

及び選出のための確率的な仕組みからなるサンプリングデザインに従って選ばれる。 

f) 調査は，サンプル内のアイテムを測定することによって遂行される。 

g) 調査は，母集団に関するパラメータの推定値を得るために，関連する推定の手順を必要とする。 

この短い序文では，何世紀にもわたって，とりわけここ数十年の間に計算能力の向上とともに進化した
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調査のためのサンプリングの精妙さと発展の全てを捉えることはできない。発展は，実際の適用と連動し

て進んできた。 

この規格の一部の定義は，JIS Z 8101-1:2015 又は JIS Z 8101-2:2015 から採用している。ここで採用した

定義が元のものと同一である場合，括弧内で出典を定義に追加してある。何らかの差異がある場合には，

その旨を注記している。 

なお，この規格が普遍的に適用される際の参考情報として，用語の開発に用いた方法論を附属書 A に，

それぞれの用語の概念体系図を附属書 B に示している。また，標本抽出法に関する用語索引及び標本抽出

法に関する五十音順の用語索引をそれぞれ附属書 C 及び附属書 D に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，様々な調査のためのサンプリング（標本調査法）の分野で使用する用語及び定義について

規定する。この規格は，他の規格の作成においても適用可能である。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO 3534-4:2014，Statistics -- Vocabulary and symbols -- Part 4: Survey sampling（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）は適用し

ない。 

JIS Z 8101-1:2015 統計－用語及び記号－第 1 部：一般統計用語及び確率で用いられる用語 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO 3534-1:2006，Statistics－Vocabulary and symbols－Part 
1: General statistical terms and terms used in probability 

JIS Z 8101-2:2015 統計－用語及び記号－第 2 部：統計の応用 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO 3534-2:2006，Statistics－Vocabulary and symbols－Part 
2: Applied statistics 

3 用語及び定義 

第 4 部で使用する用語及び定義は，次によるほか，JIS Z 8101-1:2015 及び JIS Z 8101-2:2015 による。 

3.1 一般的な用語 

3.1.1 
母集団（ぼしゅうだん）（population） 

検討の対象となるアイテムの全体 
（出典：JIS Z 8101-1:2015 の 1.1） 

注釈 1 母集団は，実在して有限な場合，実在して無限の場合，又は完全に仮想的な場合がある。この

規格における関心の対象は，有限母集団（3.1.2）である。サンプル調査（3.1.20）の分野の大部
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分は，有限母集団に関するものである。母集団を表す用語の英語表記としては，“population”と

いう用語が，“universe”という用語より頻繁に使用される。母集団は刻々と変化しうるため，

母集団というものは，固定された時点において定義されるものと解されることが望ましい。 

3.1.2 
有限母集団（ゆうげんぼしゅうだん）（finite population） 

有限のアイテムから成る母集団（3.1.1） 

注釈 1 調査のためのサンプリング（3.1.21）は，母集団における有限のアイテムへの適用に限定される。

アイテムの数は膨大となり得る（例えば，ヨーロッパにあるハイブリッド自動車，博物館の芸

術作品，ニュージーランドの羊）が，その数は有限である。母集団の中のアイテムの数は一般

に“N”と表記される。N の具体的な数値は，調査を実施する前に明示的に分かる場合も分から

ない場合もある。 

例 1 ある国の国民の登録簿は，サイズが既知の有限母集団の例である。 

例 2 通常，母集団のサイズ N はあらかじめ分かっているが，そうでない場合もある。例えば，ハイブ

リッド自動車の割合に関心があり，ある検査地点（例えば，料金所又は料金所がある場所）で観

測を実施できるとする。ある日に料金所を通過する車の数は，それまでの履歴からおおよその数

については見当がつくとしても，事前には分からないことになる。恐らく，めぼしい車両のデジ

タル写真を撮っておいて，後でハイブリッド自動車であるかどうかを判断することになるだろう。 

3.1.3 
部分母集団（ぶぶんぼしゅうだん）（subpopulation） 

母集団（3.1.1）の中で曖昧さなく定義されている部分集合 

注釈 1 サンプル調査（3.1.20）は，多くの場合，複数の目的をもつ。主要な目的が母集団全体に関する

ことであるとしても，幾つかの部分集合が関心事となることもある。3.1.2 で指摘した例につい

ては，ハイブリッド自動車又はこれとは別に小型車が，特に関心のある部分集合となり得る。

場合によっては，部分母集団の実際のサイズは未知である（例えば，ユーロ・ディズニーを訪

れる観光客のうち，十代の子どもの数）。その場合，当該部分母集団のサイズを推定することが

中心的な関心の対象となり得る。 

注釈 2 JIS Z 8101-2:2015 の 1.2.3 において，部分母集団が“母集団の部分”と定義されている。調査の

ためのサンプリング（3.1.21）については，主要な関心は，曖昧さなく定義された（つまり，具

体的に識別可能である）部分集団にあり，母集団の好き勝手な“部分”を想定するものではな

い。 

例 ある県において学齢期にある子どもたちは，この県の住民の部分母集団となる。同県で就業して

いる成人は，同県の住民の別の部分母集団である。関心はあるものの，識別がより困難だと思わ

れるのが，同県のホームレスの人々である。このような部分集団のサイズは，通常，未知である。 

3.1.4 
超母集団（ちょうぼしゅうだん）（superpopulation） 

対象となる母集団（3.1.1）を含む拡張された母集団 

注釈 1 推測又は評価の目的のために，関心対象である母集団が，当該の母集団を特殊な事例として包

含するより大きな母集団に埋め込まれていると想定することが有用であることが分かっている。

このような理論的構成によって，最適なサンプリングデザイン（3.1.28）を開発でき，サンプリ

ングデザイン上の諸特性が計算できるようになる。母集団における数値は，仮説的な超母集団

からのランダムサンプル（3.1.10）として扱えるようになる。それは，母集団における数値を固
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定された値の集合とみなして，サンプル（3.1.8）を構成するためにそこからランダムな選出が

利用されるという見方と対照的である。参考文献[2]によれば，超母集団の概念には，幾つかの

解釈を与えることが可能である。その解釈の一つは，有限母集団（3.1.2）が，実際に，より大

きな母集団から抜き取られたというものである。この解釈は，最も純粋な形での超母集団の概

念である。超母集団によるアプローチは，調査のためのサンプリング（3.1.21）にノンサンプリ

ング誤差（3.2.10）の処理を組み込むための有用な仕組みとなる。 

例 ある安定した一国（政治的境界が一貫しており，転入も転出もない。）について考えられる超母集

団は，何世紀にも渡る全国民である。したがって，そのような国における 10 年に一度のセンサス

（3.1.19）は，ある特定時点における母集団のサイズ分の個別の観測値を反映している。 

3.1.5 
サンプリング単位，抽出単位，単位（さんぷりんぐたんい，ちゅうしゅつたんい，たんい）（sampling 
unit,unit） 

母集団（3.1.1）を実質的に最小単位に分割した部分の一つ 
（出典：JIS Z 8101-2:2015 の 1.2.14 を変更） 

注釈 1 母集団は，多数のサンプリング単位で構成される。その母集団は，サンプリング単位のグルー

プに分割され得る。それらのグループは，明瞭に区分されていて，重複なく，識別可能で，観

察可能であり，サンプリングに便利なものである。状況に応じて，関心の対象となる最小の部

分は，個人，世帯，学区，行政単位などとなる。この定義によって，入り組んだ状況の下では，

個別のサンプリング単位を更に様々な数の単位から構成されるようにすることも可能となる。

例えば，上位水準においては，サンプリング単位が学区であり，それらの学区の中では個々の

世帯がサンプリング単位であり，さらに，それぞれの世帯においては，学齢期の子どもがサン

プリング単位となることがあり得る。 

注釈 2 母集団のどの要素も，ただ一つのサンプリング単位に属していなければならない。時と場合に

よって，母集団の構成単位が個別の要素であることも，部分単位であることも，又はアイテム

であることもある。しかし，いずれにせよ，サンプリングに基づく研究の目的に応じて，個別

の要素をより上位の要素にグループ化して，そのグループを関心の対象となるサンプリング単

位と扱えるようにすることが適切であろう。例えば，母集団の要素の組によって一つのクラス

ター（3.1.6）が形成され，クラスターを合わせると母集団となるようなグループ化である。 

例 多段サンプリング（3.1.40）の計画において，第一段階では県を第一次サンプリング単位として使

用可能である。第二段階では，市区町村をサンプリング単位とし，第三段階では，第二段階まで

に取り込まれた町丁目をサンプリング単位とすることが可能である。 

3.1.6 
クラスター，集落（しゅうらく）（cluster） 

ある方法で母集団を互いに排反なグループに分けたときの母集団の部分 

注釈 1 サンプリング（3.1.16）を少ない労力で実行するためには，クラスターを構成するサンプリング

単位（3.1.5）の集まりを抽出することがずっと効率的なことがある。クラスターサンプリング

（3.1.38）は，サンプリング単位のフレームが利用できない場合に有用である。クラスターサン

プリングは，多段サンプリング（3.1.40）の根幹となる。多段サンプリングにおいては，第 1 段

階のサンプリング単位が町によって与えられ，次の水準のクラスターとして，アパート又はマ

ンションの建物をサンプリング単位とする段階がこれに続き，最終的に建物の中の特定の階が

サンプリング単位となる。この最下の段階では，全てのサンプリング単位が調査される。 

注釈 2 ここで規定されている定義は，JIS Z 8101-2:2015，1.2.28 の定義と異なる。後者によれば，クラ
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スターとは“ある方法で母集団を互いに排反なサンプリング単位からなるグループに分けたと

きの母集団の部分”である。この規格では“サンプリング単位からなる”という言葉を省いた。

その理由は，多段サンプリングにおけるような，サンプリングの実際における慣行を反映する

ためである。 

例 医療保険の不正行為（医療サービスの提供者への過払い）の調査では，多くの患者が請求した保

険料の支払の一つ一つからなる母集団（3.1.1）を考えるよりも，患者のサンプル（3.1.8）を抽出

して，選ばれた患者から提出された支払い請求の全てを調べる方が容易である。クラスターの一

般的な例としては，所定の建物の中の世帯又は居住者，村落における耕地，医療提供者の患者，

ある学校のあるクラスに属する生徒全員などが挙げられる。 

3.1.7 
層（そう）（stratum） 

調べている特性に関して，母集団（3.1.1）全体より均一と考えられる部分母集団（3.1.3） 

注釈 1 英語では，“stratum”（層）の複数形は，“strata”である。 

注釈 2 層化（層別）とは，母集団を相互に排他的かつ網羅的な層に分割することである。日本の標本

調査では，層別よりも層化という用語が多用されている。 

注釈 3 層化の根本的側面は，母集団において関心の対象となる特性に関して層が均一であることが推

奨されている。一方，層化が関心のある特性に関連していない（けれども，行政上の便宜のた

めに行われた）場合，母集団について関心のある諸特性の推定の精度がほとんど又は全く向上

しないことになり得る。さらに，層化の基礎となる変数又は諸変数が，母集団において関心の

ある特性と相関が高い場合には，層化が一層有効である。 

注釈 4 層化を，地理的な近さに基づいて進めることも可能である。その際の想定は，隣接する地域が

サンプリング単位（3.1.5）のより均一なグループになり得るというものである。そのような層

化は，調査を実施する際の能率の面から，経済的及び行政的な利点ともなり得る。 

注釈 5 クラスター（3.1.6）と層との根本的な違いは，層は均一なアイテムで構成しなければならない

一方で，クラスターは均一でないアイテムで構成できることにある。よくある例としては，世

帯をクラスターとして使用することである。世帯は，一般に，世帯員の年齢の面から均一でな

い。 

注釈 6 ここにおける定義と互換性のある定義が JIS Z 8101-2:2015，1.2.29 で与えられている。しかし，

その定義は，若干不正確な記述となっている。より正確な定義をこの規格で示している。 

例 二つの例を挙げる。一つは，ネコ又はイヌを母集団として，それを種に層化することである。も

う一つは，人を母集団として，それを男女及び社会階級によって層化することである。 

3.1.8 
サンプル，試料（しりょう），標本（ひょうほん），資料（しりょう）（sample） 

一つ以上のサンプリング単位（3.1.5）からなる母集団（3.1.1）の部分集合 
（出典：JIS Z 8101-2:2015 の 1.2.17） 

注釈 1 サンプルの選択は，母集団に関する情報を得るために，何らかの決められた手順に従って行わ

れることが望ましい。関心のある母集団によって，サンプルに選択されるサンプリング単位は，

アイテムでも，数値でも，又は抽象的な要素であってもよい。 

注釈 2 ここに示した定義によれば，母集団のどの部分集合もサンプルになり得る。しかし，実際には，

サンプルを構成するための根底にある目的が存在する。言い換えれば，調査を実施する特定の

目的のためにサンプルが選択される。母集団に属する全てのアイテムを調査するセンサス

（3.1.19）であっても，母集団の全ての構成員との接触が困難であるために，ある部分集合を調
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べることにならざるを得ないこともある。 

3.1.9 
サンプルサイズ，サンプルの大きさ（さんぷるのおおきさ），標本の大きさ（ひょうほんのおおきさ），n
（sample size） 

一つのサンプル（3.1.8）の中のサンプリング単位（3.1.5）の数 
（出典：JIS Z 8101-2:2015 の 1.2.26） 

注釈 1 サンプル調査（3.1.20）を適用するときには，ほぼ全ての場合，サンプルサイズを決めなければ

ならない。サンプルサイズを決定する典型的な手法は，推定対象となる真だが未知なる母集団

の特性値について許容限界を指定し，推定量の分散を表す式をこの限界と等しいと置くことで

ある。言い換えれば，母集団の推定された特性値が母集団特性からあらかじめ指定された乖離

幅の中に収まるように，サンプルサイズが計算される。 

注釈 2 複雑な調査では，サンプルサイズとは，サンプリングの最終段階におけるアイテムの個数を指

す。統計調査において更に厄介なことには，計画されたサンプルサイズは実現しえたかもしれ

ないサンプルサイズであるということであり，現実のサンプルサイズは，無回答（3.2.11）のた

めに，誤差の許容限界と有意水準とを固定することによって決定されるものよりも小さくなる

こともある。生じ得る多くの不測の事態によって，計画されたサンプルサイズと現実のそれと

の間に差が生じる場合がある。 

3.1.10 
ランダムサンプル，無作為標本（むさくいひょうほん）（random sample） 

ランダムな選択方法によって選ばれたサンプル（3.1.8） 
（出典：JIS Z 8101-1:2015 の 1.6） 

注釈 1 ランダムな選択方法は，サンプルにおけるサンプリング単位（3.1.5）が実際に選ばれる確率を，

事前にも研究の最後にも決められないものも含んでいる。一つ一つのサンプリング単位の選出

確率を決められる場合は，そのランダムサンプルはより狭義に確率サンプル（3.1.13）と呼ばれ

る。 

注釈 2 n 個のサンプリング単位からなるサンプルが有限母集団（3.1.2）から選出されると，n 個のサン

プリング単位の生じ得る組合せの一つ一つは，それが採択されるある特定の確率をもつことに

なる。調査のサンプリング計画（3.1.24）では，生じ得る組合の一つ一つについて，特定の確率

を事前に計算することが可能である。選択されたサンプリングデザイン（3.1.28）に応じて，選

択される確率は，一つ一つのサンプリング単位で同一であるとは限らない。 

注釈 3 有限母集団からの調査のためのサンプリング（3.1.21）については，様々なサンプリング計画に

よってランダムサンプルを抽出することが可能である。例えば，層化サンプリング（3.1.32），
系統サンプリング（3.1.29），クラスターサンプリング（3.1.38），補助データ（3.2.15）の大きさ

に比例する規模比例確率サンプリング（3.1.44），その他多くの可能な選択肢がある。 

注釈 4 特に関心のある事柄は，ランダムサンプルの中のアイテムに付随して実際に観察される測定値

である。測定値は，定量的であっても，ある特性の有無であってもよいとされている。ランダ

ムサンプルで得られた結果は，母集団（3.1.1）の全体を把握するための基礎となる。特に，調

査のためのサンプリングを利用する文脈において，推測統計学的方法を使うにはランダムサン

プルが必要である。 

注釈 5 この用語で規定している定義は，既述のとおり，JIS Z 8101-1:2015 の 1.6 に定義されているも

のと同じである。この定義は，確率論の文脈からランダムな選択の概念が理解されていること

を前提としている。形式ばらずにいえば，調査のためのサンプリングにおけるランダム性は，
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系統的又は決定論的な方式に対比して，サンプルに取り込まれるサンプリング単位の選択にお

けるランダムな仕組みを指している。 

3.1.11 
ランダムサンプリング，無作為抽出（むさくいちゅうしゅつ），無作為抜取（むさくいぬきとり）

（random sampling） 
ランダムサンプル（3.1.10）を形成する行為 

注釈 1 母集団（3.1.1）からの n 個のサンプリング単位（3.1.5）のサンプリング（3.1.16）においては，

n 個の抽出単位の生じ得る組合せの一つ一つが特定の確率を取るとしても，その確率が決定困

難又は決定不可能なことがある。この定義は，JIS Z 8101-2:2015 の 1.3.5 で与えられている定義

と異なる。 

例 ある国又は県の個人の名簿からランダムサンプルを得るために，乱数を発生する機能をもつコン

ピュータープログラムを用いることが可能である。 

3.1.12 
単純ランダムサンプル，単純無作為標本（たんじゅんらんだむさんぷる，たんじゅんむさくいひょうほ

ん）（simple random sample） 
所定の大きさの部分集合が全て同じ選択される確率をもつような確率サンプル（3.1.13） 

注釈 1 この定義は，JIS Z 8101-2:2015 の 1.2.24 に規定されている定義と整合する。ただし，ここでの

文言は若干異なる。 

3.1.13 
確率サンプル，確率標本（かくりつさんぷる，かくりつひょうほん）（probability sample） 

生じ得る全てのサンプル（3.1.8）が選択される確率が決定できるランダムサンプル（3.1.10） 

注釈 1 一つ一つのサンプリング単位（3.1.5）の選択確率（3.1.15）を求めることが可能である。 

例 規模比例確率サンプリング（3.1.44）では，選択確率が特定の補助データ（3.2.15）に関連付けら

れる。 

3.1.14 
代表性のあるサンプル，代表性のある標本（だいひょうせいのあるさんぷる，だいひょうせいのあるひ

ょうほん）（representative sample） 
サンプル中の観測値の分布が母集団（3.1.1）における分布と同じになるようなサンプル（3.1.8） 

注釈 1 代表性のあるサンプルという概念には，論争がつきものである。調査実務家の一部は，その用

語を完全に拒絶している。参考文献[6]は，統計以外の文献における代表性のあるサンプリング

の意味に次の六つの範ちゅう（疇）があることを述べ，これらの六つの分類を“International 
Statistical Review”誌における一連の論文の著者たちによる参考文献の[7]，[8]，[9]及び[10]に帰

している。 

1) 当該のデータに関する，一般的で，正当性に欠ける賛辞及び賞賛。 

2) 選択的な要因が皆無である。 

3) 母集団の鏡像又は縮小版で，当該のサンプルにおける観測値の分布が母集団におけるそれと同じ

になる。 

4) 典型的又は理想的な事例。 

5) 母集団が捕捉されている。変動，とりわけ層の間の変動を反映するようにデザインされたサンプ

ル。 
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6) 確率サンプリング。全ての要素に，既知の正の選択される確率を付与する形式的なサンプリング

スキーム。 

注釈 2 この定義は，JIS Z 8101-2:2015 の 1.2.35 に規定されている定義を，例えば，判断に基づくサン

プリング（3.1.31）を含むように，ランダムサンプリングよりも広いサンプリングのクラスに拡

張している。代表性のあるサンプルに関する JIS Z 8101-2:2015 の出発点はランダムサンプル

（3.1.10）である。一方で，ここでの定義における出発点はサンプルである。 

3.1.15 
選択確率（せんたくかくりつ）（selection probability） 

特定のサンプリング単位（3.1.5）が選ばれる確率を表す数字 

注釈 1 この規格は，(1)ある特定のサンプリング単位がサンプルに含まれる確率（包含確率），又は，(2)
サンプリングを抜取によって実行する場合に，ある特定のサンプリング単位が一回の抜取で抜

き取られる確率のいずれかを意味している。 

3.1.16 
サンプリング，抽出（ちゅうしゅつ）（sampling） 

サンプル（3.1.8）を形成する行為 

注釈 1 “形成”という一般語を使用する理由は，ランダムな発生過程，物理的な過程若しくは，確率

的な裏付けがほとんどない，又はランダムな基盤が全くないような仕組みからもサンプルが形

成され得るためである。サンプリングに続く統計的推測においては，サンプルがランダムな方

法で生成されたことを必要とする。しかし，これまでの歴史を見ても，サンプリングには実用

上の不備をもつ方法も含まれている。 

注釈 2 サンプリングの方法は，サンプリングの同義語として使われることがある。ただし，この慣行

は常にそうだというわけではない。サンプリングの方法は，サンプリング計画（3.1.24）にも関

連する。 

注釈 3 この定義では，“抜取”を使用していない（JIS Z 8101-2:2015 の 1.3.1 とは対照的に）。その理由

は，“抜取”という用語は，サンプルの形成に物理的な過程があることを示唆するが，このこと

は必ずしも必須の要件ではないためである。 

3.1.17 
復元サンプリング，復元抽出（ふくげんさんぷりんぐ，ふくげんちゅうしゅつ）（sampling with 
replacement） 

サンプリング単位（3.1.5）が抽出され，観察されてから，その次のサンプリング単位が抽出される前に

母集団（3.1.1）に戻されるようなサンプリング（3.1.16） 
（出典：JIS Z 8101-2:2015 の 1.3.15） 

注釈 1 この場合，同一のサンプリング単位がサンプル（3.1.8）に複数回現れることがある。サンプリ

ング単位の幾つかの集団が抽出されてから，追加のサンプリングが実施される前に母集団に戻

されることはあり得る。もちろん，実際に使用される手続きは，関連する選出確率に影響する。 

注釈 2 復元サンプリングにおいては，サンプリング単位の選択確率（3.1.15）は選択ごとに変わらず，

一つ一つの選出は独立である。ここでの選択確率は，抜取によってサンプリングを実行した場

合における，1 回 1 回の抜取における確率を指す。独立性の概念も，1 回 1 回の抜取に適用され

る。 

3.1.18 
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非復元サンプリング，非復元抽出（ひふくげんさんぷりんぐ，ひふくげんちゅうしゅつ）(sampling 
without replacement) 

各サンプリング単位（3.1.5）が母集団（3.1.1）から得られるサンプル（3.1.8）に 1 回だけ含まれるサン

プリング（3.1.16） 

注釈 1 有限母集団（3.1.2）からのサンプリング（特に小さな母集団のサイズについて）においては，

より精度の高い推定量が得られるため，一般的に好ましい手続きは，非復元サンプリングを用

いることである。しかし，これらの利点の代償として，分散推定の公式が煩雑になることもあ

る。 

注釈 2 非復元サンプリングにおいては，サンプリング単位の選択確率（3.1.15）は，ある選択から次の

選択へと（結果に応じて）変化し，その帰結として，選択は独立ではない。ここでの選択確率

は，抜取によってサンプリングを実行した場合における，各抜取においてサンプリング単位が

抜き取られる確率を指している。 

注釈 3 この定義は，JIS Z 8101-2:2015 の 1.3.16 に類似しているが，同一ではない。 

3.1.19 
センサス，全数調査（ぜんすうちょうさ），悉皆調査（しっかいちょうさ）（census） 

特定の有限母集団（3.1.2）における全てのサンプリング単位（3.1.5）を調べること 

注釈 1 多くの国では，定期的（例えば，10 年ごと）に全数で人口規模を把握している。こうした努力

は幾多の困難に直面する。なぜならば，例えば，母集団の一部はきちんとは捉えにくく（不法

移入者など），全数調査に含めることが困難であるためである。また，サンプリング誤差（3.2.9）
を除去するために，サンプリング（3.1.16）に要する労力を上回るような労力をいと（厭）わず

に，有限母集団についての全数調査が遂行されることもある。国民の完全な登録簿を維持・管

理している国（デンマークなど）にとっては，人口の全数調査の実施は適切でないかもしれな

い。 

注釈 2 一般的に，全数調査は，ある固定された時点において指定された諸特性に関して実施される。

例えば，10 年ごとに実施されるアメリカ合衆国のセンサスは，その実施年の 4 月 1 日における

人口などの諸特性を明らかにするために実施される。 

注釈 3 全数調査の目的は，有限母集団の全てのサンプリング単位を調べることである。しかし，実際

上は，一つ一つのサンプリング単位に到達し，さらには個々のサンプリング単位について完全

な情報を得ることには種々の困難が生じ得ると認識されている。日本の国勢調査は，実施年の

10 月 1 日における人口などの諸特性を明らかにするために，5 年ごとに実施されるセンサスで

ある。 

3.1.20 
サンプル調査，標本調査（さんぷるちょうさ，ひょうほんちょうさ）（sample survey） 

調査のためのサンプリング（3.1.21）を利用した有限母集団（3.1.2）に関する検証又は分析的な研究 

注釈 1 サンプル調査の内容は，母集団（3.1.1）の種々の性質及び特性を調べるための膨大な分析用具

及び分析手法から成る。母集団の情報を収集するための手段としては，調査票，面接，郵送調

査などが思い浮かぶ。サンプル調査の方法論には，費やされた努力に対して，母集団について

収集された情報の量が最大になるようにサンプルを注意深く選ぶことが含まれる。 

注釈 2 サンプル調査の目的は，母集団に関する広範な情報及び知見を得ることである。サンプル調査

の結果の品質は，母集団のセンサス（3.1.19）から得られる結果の品質よりもはるかに高くなり

得る。その理由は，労力と専門的知識とを母集団の部分集合に集中できるためである。全数調

査の場合，母集団の全てのアイテムを残らず調べなければならないという是が非でも貫徹しな
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ければならない目的のために，調査の全労力をないがしろにしかねないような数多くのノンサ

ンプリング誤差（3.2.10）をもたらしかねない。 

3.1.21 
調査のためのサンプリング，標本調査法（ちょうさのためのさんぷりんぐ，ひょうほんちょうさほう）

（survey sampling） 
母集団のアイテムに関する特性についての情報を得るために，目標とする母集団（3.1.1）からサンプリ

ング単位（3.1.5）のサンプル（3.1.8）を選ぶ過程 

注釈 1 日常用語における調査のためのサンプリングは，暗に，方法論を意味することが多い。それは，

また，調査票調査，意識調査（3.1.23），世論調査，及び顧客満足度調査によって有限母集団（3.1.2）
を調べることに付随する一般的な専門的知識の分野を指すこともある。 

注釈 2 ここにおける定義は，JIS Z 8101-2:2015 の 1.3.18 で規定されている定義（母集団の単数若しく

は複数の特性の値を推定するために，又はこれらの特性が母集団でどのように分布するかを推

定するために行う集計又は分析研究で用いられるサンプリング）とは異なる。後者は，ここで

示しているような過程そのものではなく，サンプリングの目的を強調している。 

3.1.22 
試験調査（しけんちょうさ）（pilot survey） 

予備的な，小規模のサンプル調査（3.1.20） 

注釈 1 本格的なサンプル調査を実施する前に，調査用品，調査票，又はサンプリングデザイン（3.1.28）
に無理がないかどうかを判断するために，小規模な調査を実施することが推奨されている。例

えば，調査票において，質問が曖昧であるために，そこから得られた結果が最終的に役に立た

ないことが分かるかもしれない。また，重大な見落としがあるかもしれないし，調査用品自体

が改善できることが分かるかもしれない。 

3.1.23 
意識調査（いしきちょうさ）（opinion survey） 

国民のものの見方を調べることを目的としたサンプル調査（3.1.20） 

注釈 1 典型的に，意識調査は，文書による調査票調査，対面式の面接調査，電話調査，又はオンライ

ンによって実施される。意識を調査することの帰結として，このような調査の結果は，主観的

な意見又は視点を反映したものとなる。意識調査の一般的なタイプには，政治に関する調査（又

は世論調査）及び市場調査がある。 

3.1.24 
サンプリング計画（さんぷりんぐけいかく）（sampling plan） 

実施に関する詳細を含めたサンプリングデザイン（3.1.28） 

注釈 1 ここでサンプリング計画とサンプリングデザインとを区別することの意味は，ISO 3534-3:2013
において実験の実施計画と実験設計とを区別したのと同じである。サンプリングデザインは，

場合によっては複雑になり得る確率的なスキームに従ってサンプリング単位（3.1.5）を選ぶこ

とに限定され，その後に実施されるべき推定（3.2.4）の方法を導く。サンプリング計画は，サ

ンプリングデザインとともに，サンプリングの全過程の実行に関する詳細を含み，その中には，

人員への作業割当て，調査票の作成，現場における環境条件などがある。 

3.1.25 
サンプリングフレーム，標本抽出枠（ひょうほんちゅうしゅつわく），抽出枠（ちゅうしゅつわく）

（sampling frame） 
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識別子付きの全サンプリング単位（3.1.5）の完全な集まり 

注釈 1 サンプリングフレームは，関心の対象となる母集団（3.1.1）を明示的に表したものを提供し，

一般に，名簿から成る。名簿は不完全であるかもしれないし，幾つかの誤りが含まれているか

もしれない。例えば，選挙人名簿には，選挙区から既に転出した個人が含まれる一方で，転入

した個人が含まれず，サンプリングフレームが作成された後に死亡した個人が含まれ，同じ個

人が複数記載されていることがあり，さらに，有罪が確定した重罪人で合法的に投票権をもた

ず，本来であれば記録から除外されるべき人物が含まれることがある。 

注釈 2 ここにおける定義は，JIS Z 8101-2:2015 の 1.2.27 と異なり，サンプリングフレームを作成する

際の実際的な限界を強調して，それが目標とする母集団を不完全に表したものとなり得ること

を述べている。また，JIS Z 8101-2:2015 の 1.2.27 では，標本枠も用語として挙げられている。 

例 母集団の背景にある情報に依存して，サンプリングフレームが単純だが明瞭であることもあれば，

極端な場合にはとても複雑になることもある。参考文献[11]に紹介されている，インド東部におけ

る有名な調査では，サンプリングフレームを構成するものは，現地での実地調査の結果，村落の

名簿，及び様々な地域の地図の集まりであった。この種々雑多な材料によってサンプリングフレ

ームが構成されてから，調査が進められた。 

3.1.26 
二重フレーム（にじゅうふれーむ）（dual frame） 

二つの情報源から提供されたサンプリングフレーム（3.1.25） 

例 サンプリングフレームが，固定電話と携帯電話との両方から選択された電話番号から構成されて

いるとする。与えられた電話番号について，国によっては，いずれの種別に属する番号かがあら

かじめ分からないことがある。しかし，分析する段階では，この情報が有用であることが明らか

になるかもしれない。潜在的な問題点として，同じ個人を 2 回（それぞれの情報源から 1 回ずつ）

選ぶことがある。 

3.1.27 
エリアフレーム，地域フレーム（ちいきふれーむ）（area frame） 

重複しない地理的領域からなるサンプリングフレーム（3.1.25） 

注釈 1 地理情報システム（GIS）及び移動型の全地球測位システム（GPS）の利用可能性が高まってき

たために，エリアフレームを用いたサンプリング（3.1.16）の計画を実施する能力が向上してき

た。エリアサンプリングを実施することの根底にある実際的な動機は，多くの問題に対して，

母集団（3.1.1）の要素の最新で正確な名簿が存在しないことにある。 

例 小売店におけるキャンディーの売上高を測定したい場合は，市街の区画をサンプル（3.1.8）とし

て選び，それらのサンプル区画内の全ての小売店の売上高を調査してもよい。 

3.1.28 
サンプリングデザイン，標本設計（ひょうほんせっけい）（sampling design） 

サンプリング（3.1.16）及びそれに続く分析の構造に関する完全な記述 

注釈 1 記述の内容は，実施するサンプリングの型［単純ランダムサンプリング，層化サンプリング

（3.1.32），クラスターサンプリング（3.1.38）など］，及びサンプルサイズ（3.1.9）又はサンプ

リング単位（3.1.5）の種々のグループ化を検討する場合には，それらのグループ化に応じたそ

れぞれのサンプルサイズに及ぶ。記述には，一つ一つのサンプリング単位の選択確率（3.1.15），
及び，場合によっては，実現したかもしれない一つ一つのサンプル（3.1.8）が選ばれる確率も

含み得る。原文では，“simple random sampling (3.1.12)”と記載されている。しかし，3.1.12 は“単
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純ランダムサンプル”であるため，用語番号を削除した。“単純ランダムサンプリング”は，JIS 
Z 8101-2:2015 の 1.3.4 に規定されている。 

3.1.29 
系統サンプリング，系統抽出，系統抜取（けいとうさんぷりんぐ，けいとうちゅうしゅつ，けいとうぬ

きとり）（systematic sampling） 
部分的に決定論的な構造をもつ計画に基づくサンプリング（3.1.16） 

注釈 1 系統サンプリングでは，サンプリングのランダム化が制限される。サンプリングフレーム（3.1.25）
の中で開始点をランダムに選び，その後は決められた間隔で並んでいるアイテムを選んでサン

プル（3.1.8）が構成される。系統サンプリングにおいては，選ばれたアイテムの間の時間的又

は空間的間隔が一定に固定されがちである。サンプリングフレームがサンプリングの間隔と同

じくらいの長さの周期的なパターンをもつ場合，分析の段階で意図せざるかたより又は不必要

に大きな分散推定値が導かれかねない。 

注釈 2 この定義は，系統サンプリングが全体的にランダムではないことを強調する点で，JIS Z 8101-
2:2015 の 1.3.12 と若干異なる。系統サンプリングを等間隔サンプリングとも呼ぶ。 

3.1.30 
擬似ランダムサンプリング（ぎじらんだむさんぷりんぐ）（quasi-random sampling） 

サンプリングフレーム（3.1.25）から一定の間隔で並んでいるアイテムによる系統サンプリング

（3.1.29） 

注釈 1 ある種の条件（その条件は，サンプリングフレーム，すなわち，名簿を編集する方法に大きく

左右される。）の下では，名簿から一定の間隔で並んでいるサンプリング単位からなる系統サン

プルは，ほとんどの実用目的についてランダムサンプル（3.1.10）と同等になるであろう。この

サンプリング（3.1.16）は，擬似ランダムサンプリングと呼ばれることもある。それは，系統サ

ンプリングの一形態であり，コンセプトダイアグラムにおいて“系統サンプリング”の定義の

下に位置するのがよい。 

例 スーパーマーケットが，顧客の購入習慣を研究したいと考えているとする。擬似ランダムサンプ

ルを用いて，スーパーマーケット経営者はスーパーマーケットに来店する 15 番目ごとの顧客を

選んで，このサンプル（3.1.8）について研究することが可能である。 
3.1.31 
判断に基づくサンプリング，有意サンプリング（はんだんにもとづくさんぷりんぐ，ゆういさんぷりん

ぐ）（judgment sampling，purposive sampling） 
調査実施者の裁量によって構成されるサンプリング（3.1.16） 

注釈 1 判断に基づくサンプリングは，ランダムサンプリング（3.1.11）ではない。その理由は，一部の

サンプリング単位（3.1.5）を選択する確率がゼロ（0）であるのに対し，他のサンプリング単位

は場当たり的に選ばれるためである。統計学に基づく健全なサンプリングによって得られるサ

ンプルと比べた場合，その道の専門家であっても判断に基づいてまともなサンプルを構成する

ことが難しい。 

注釈 2 割当てサンプリング（3.1.45）は，判断に基づくサンプリングの一例である。例えば，調査員は，

おおよその年齢階級において決められた数の男女が含まれるように回答者を選び，サンプルに

おいてしかるべき人口構成が提供されるようにする。その際，より大きな集団への調査結果の

一般化は断念される。 

注釈 3 例外的な状況においては，判断に基づくサンプリングが，他の標本抽出法と併せて効果的に使

用できることがある。例えば，もし，母集団（3.1.1）の特定の部分集合，例えばシニアマネー
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ジャーの集団について，広報の立場からサンプリング誤差（3.2.9）を含むことが許容されない

ような場合がそれに当たる。したがって，全てのシニアマネージャーは判断に基づくサンプル

に含まれることになり，母集団の残りの部分は，より適切なサンプリングによって評価される

ことになる。 

注釈 4 判断に基づくサンプリングにおいては，母集団を適切に反映したサンプル（3.1.8）を確保する

視点から，利用可能な補助情報を（しばしば主観的に）考慮してサンプリング単位が選ばれる。 

注釈 5 系統サンプリング（3.1.29），擬似ランダムサンプリング（3.1.30），及び判断に基づくサンプリ

ングという用語の一つ一つは，参考文献[5]及び参考文献[3]（第 5A.6 節）で説明されているよ

うに，制御されたサンプリングの一形態とみなされる。 

注釈 6 確率サンプル（3.1.13）の抽出とは対照的に，判断に基づくサンプリングについては，不確実性

を評価することは不可能である。 

3.1.32 
層化サンプリング，層別サンプリング（そうかサンプリング，そうべつさんぷりんぐ）（stratified 
sampling） 

サンプル(3.1.8)の部分が様々な層（3.1.7）から独立に抽出され，かつ，各層から少なくとも一つのサン

プリング単位（3.1.5）が抽出されるサンプリング（3.1.16） 

注釈 1 日本の標本調査では，“層別”よりも“層化”という用語が多用されている。このため，JIS Z 
8101-2:2015 の 1.3.6 から用語の記載順序を変更した。 

注釈 2 場合によっては，母集団（3.1.1）の特性を推定する際の精度を高めるために，このサンプルの

部分は，事前に定められた特定の割合となっていることもある。また，層の割合に関する情報

がないために，サンプリングが行われるまで層が確定しない場合もある。これは，層化の基礎

となる情報がフレームに含まれていない場合に発生する。 

注釈 3 各層の中からのアイテムは，しばしば，ランダムサンプリング（3.1.11）によって選択される。 

注釈 4 層化サンプリングを実施する場合，パラメータ（3.2.1）に対応する推定量（3.2.3）には層化サ

ンプリングが実施されていることを考慮する必要がある。 

注釈 5 この定義は，JIS Z 8101-2:2015 の 1.3.6 と若干異なる。その理由は,各層から独立に選ぶ必要が

あるためである。 

3.1.33 
層化単純ランダムサンプリング，層別単純ランダムサンプリング，層化単純無作為抽出，層別単純無作

為抽出（そうかたんじゅんらんだむさんぷりんぐ，そうべつたんじゅんらんだむさんぷりんぐ，そうかた

んじゅんむさくいちゅうしゅつ，そうべつたんじゅんむさくいちゅうしゅつ）（stratified simple random 
sampling） 

各層（3.1.7）からの単純ランダムサンプリング 
（出典：JIS Z 8101-2:2015 の 1.3.7） 

注釈 1 原文では，“simple random sampling (3.1.12)”と記載されている。しかし，(3.1.12)は“単純ラン

ダムサンプル”であるため，用語番号を削除した。“単純ランダムサンプリング”は，JIS Z 8101-
2:2015 の 1.3.4 に規定されている。 

注釈 2 日本の標本調査では，“層別”よりも“層化”という用語を多用している。このため，JIS Z 8101-
2:2015 の 1.3.7 から用語の記載順序を変更した。 

注釈 3 もし，様々な層から選ばれるアイテムの割合がその層の母集団アイテムの割合に等しい場合に

は，比例層化単純ランダムサンプリングと呼ばれる。 
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3.1.34 
比例配分（ひれいはいぶん）（proportional allocation） 

層内のサンプリング単位（3.1.5）の数に比例するように，サンプリング単位の数を各層（3.1.7）に割り

当てる層化サンプリング（3.1.32）の手続き 

注釈 1 比例配分を使用することの利点は，母集団（3.1.1）の合計の推定量（3.2.3）が，層に固有の重

みの使用を必要としないことである。言い換えれば，例えば，母集団の合計の推定値への寄与

は，全ての層にわたる観測値を合計し，サンプルサイズ及び母集団のサイズを考慮することに

よって得られる。これは，自己加重推定値の一例である。 

3.1.35 
最適配分（さいてきはいぶん）（optimum allocation） 

層化サンプリング（3.1.32）において，目的関数を最適化するようにサンプリング単位（3.1.5）の数を

各層（3.1.7）に割り当てる手順 

注釈 1 多様な目的関数が考えられる。その中には，費用に関わるもの，推定精度に関わるものが含ま

れる。状況に応じて，最適化は，最小化を意味することも最大化を意味することもある（例え

ば，費用を最小化する，精度を最大化する，固定された総費用について標本の個数を最大化す

る，推定量の分散を最小化する，など）。 

注釈 2 特にサンプリングが繰り返される場合（例えば，毎年）には，層内の標本標準偏差と最適配分

を得る際に使用された想定上の標準偏差とを比較することが手堅いといえる。 

例 調査を実施するための費用 C を，次のとおりとする。 

0 h h
h

C c c n 
 

ここで， c0： 間接費用 
 ch： 層 h における単位費用 
 nh： 層 h におけるサンプルサイズ（後で求める。） 

決められた総費用を C とすると，これとちょうど等しくなるように，層全体にわたって足し合わ

せた最適なサンプルサイズ n は，次式で与えられる。 

0( ) /h h h

h h h

C c N c
n

N c











 

各層における配分は，次式で与えられる。 

/

/h h h
h

h h h

N c
n n

N c








 

参考文献[3]は，母平均の推定量が指定された分散をもつことを目的とした場合における最適なサ

ンプルサイズを示している。 

3.1.36 
ネイマン配分（ねいまんはいぶん）（Neyman allocation） 

目的関数が，母平均又は母集団合計の推定量（3.2.3）の分散であるときの最適配分（3.1.35） 
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注釈 1 この手法の目的は，固定されたサンプルサイズ（3.1.9）が与えられた場合に，調査精度を最大

化することである。ネイマン配分は，その定義が示すように，実際には最適配分の特殊な場合

である（つまり，それは母平均の推定量の分散を最小化する。）。 

例 ネイマン配分によって，層（3.1.7）h の最適サンプルサイズは，次のとおりとなる。 

1 1( ... )
h h

h
k k

N
n n

N N


 


   

  
ここで， k： 層の数 
 nh： 層 h についてのサンプルサイズ 
 n： 全体のサンプルサイズ 
 Nh： 層 h の母集団（3.1.1）のサイズ 
 σh： 層 h の標準偏差 

散らばりがより大きな層から，又は相対的に大きい層から，より多くのサンプリング単位（3.1.5）
が選ばれる。 

3.1.37 
事後層化，事後層別（じごそうか，じごそうべつ）（poststratification） 

層化サンプリング（3.1.32）において，ランダムサンプル（3.1.10）が選ばれた後で，サンプリング単

位（3.1.5）を各層に割り当てる手続き 

注釈 1 事後層化の適用が起こり得る場面は，単純ランダムサンプリングに関連して現れる。そこにお

いては，サンプル（3.1.8）内の各アイテムが属する層（3.1.7）が，サンプリングの後に識別さ

れる。層のサイズが分かっている場合は，適切な重みを層平均に適用することが可能である。

層のサイズが事前に分からない場合は，単純ランダムサンプルから観察された割合に従って重

みを推定することが可能である。そのような手順は，この注釈で示唆しているように，観察さ

れた割合を用いた比例配分（3.1.34）と類似したものとみなせる。大標本の場合，及び，推定さ

れた重みの誤差が小さい場合については，事後層化は，比例配分から得られる結果とほぼ同じ

くらいの精度になる。 

注釈 2 原文では，“simple random sampling (3.1.12)”と記載されている。しかし，(3.1.12)は“単純ラン

ダムサンプル”であるため，用語番号を削除した。“単純ランダムサンプリング”は，JIS Z 8101-
2:2015 の 1.3.4 に規定されている。 

3.1.38 
クラスターサンプリング，集落サンプリング（しゅうらくさんぷりんぐ）（cluster sampling） 

全クラスター（3.1.6）からのランダムサンプル（3.1.10）で，サンプリングされたクラスターを構成す

る全サンプリング単位（3.1.5）がサンプル（3.1.8）に含まれるようにしたサンプリング 
（出典：JIS Z 8101-2:2015 の 1.3.9） 

注釈 1 3.1.5 で最初に論じたように，クラスターは第一次サンプリング単位と考えられる。 

3.1.39 
事後クラスターサンプリング（じごくらすたーさんぷりんぐ）(post cluster sampling) 

最初のランダムサンプル（3.1.10）から形成されたクラスター（3.1.6）をサンプリング（3.1.16）する

こと 

注釈 1 クラスターサンプリング（3.1.38）において直面する主な困難は，クラスターの形成に関する情

報が不足していることである。このような状況では，最初のランダムサンプルに基づいてクラ
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スターを形成し，その後，これらのクラスターをサンプリング単位（3.1.5）として最終的なサ

ンプリングが実施される。 

注釈 2 このように，“事後クラスター”という名称は，本質的に，クラスターが事前には未知であり，

事後的に形成されることに由来する。この用語は，T.ダレニウス（T.Dalenius）によって命名さ

れた。T.ダレニウスは，彼の著書“スウェーデンにおけるサンプリング”（P156～P158）におい

て，初めてそのアイデアを導入した。 

3.1.40 
多段サンプリング，多段抽出（ただんさんぷりんぐ，ただんちゅうしゅつ）（multi-stage sampling） 

各段階でのサンプリング単位（3.1.5）が，その前段階で選ばれたより大きなサンプリング単位の中から

選ばれるようにサンプルが段階的に選択されるサンプリング（3.1.16） 
（出典：JIS Z 8101-2:2015 の 1.3.10 を変更－循環的な定義を避けるために，“標本抽出される”ではな

く“選ばれる”という単語を使用した。） 

注釈 1 多段サンプリングは，多重サンプリングとは異なる。多重サンプリングは，同時に複数の規準

でサンプリングを行うことである。 

注釈 2 サンプリング方法は，様々な段階で異なったものを用いることが可能である。第一次サンプル

は，単純ランダムサンプリングを用い，最終サンプルには，系統サンプリング（3.1.29）を用い

て得るといった具合である。 

注釈 3 原文では，“simple random sampling(3.1.12)”と記載されている。しかし，(3.1.12)は“単純ランダ

ムサンプル”であるため，用語番号を削除した。“単純ランダムサンプリング”は，JIS Z 8101-
2:2015 の 1.3.4 に規定されている。 

例 多段サンプリングの適用において，第一次サンプリング単位は一国の中の県，第二次サンプリン

グ単位は県の中の市区町村，第三次サンプリング単位は市区町村の中の町丁目となり得る。 

3.1.41 
二段サンプリング（にだんさんぷりんぐ）（two-stage sampling） 

段階が二つの多段サンプリング（3.1.40） 

注釈 1 最初のサンプリング単位（3.1.5）によって，n 個のサンプリング単位が選ばれた後で，最初のサ

ンプリングの過程で選ばれたサンプリング単位の集まりに対して，改めてサンプリングが実施

される。 

例 まず，国から成るサンプル（3.1.8）を生成し，それから県（又は，州，地域，地区）を選べる。 

3.1.42 
多段クラスターサンプリング，多段集落サンプリング（ただんくらすたーさんぷりんぐ，ただんしゅう

らくさんぷりんぐ）（multi-stage cluster sampling） 
各段階のサンプリング（3.1.16）を，前段階のサンプル（3.1.8）として得られたクラスター（3.1.6）を

分割した子クラスターに対して行う，二段以上のクラスターサンプリング（3.1.38） 
（出典：JIS Z 8101-2:2015 の 1.3.11） 

3.1.43 
逆サンプリング（ぎゃくさんぷりんぐ）（inverse sampling） 

それまでに得られた結果に基づいて，あらかじめ定められた諸条件が満たされるまで継続されるサンプ

リング（3.1.16） 

注釈 1 逆サンプリングは，き（稀）少なアイテム［例えば，まれ（稀）な疾病］の調査において多用

される。その目的は，サンプル（3.1.8）の中に十分な数のアイテムを確保することにあり，そ
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の際に抽出されるべきアイテムの総数は，ランダムな数量となる。 

例 ある病院において，まれ（稀）な先天性疾患をもつ新生児が 10 例発生するまでランダムサンプリ

ング（3.1.11）を継続する。10 番目のそのような個人が特定された段階で，この先天性疾患の発生

率を推定すること可能である 

3.1.44 
規模比例確率サンプリング（きぼひれいかくりんつさんぷりんぐ）（sampling proportional to size） 

サンプリング単位（3.1.5）を選出する確率が補助データの大きさに比例するようなサンプリング

（3.1.16） 

注釈 1 規模比例確率サンプリングは，サンプリング単位の規模が大幅に異なる場合に最も役立つ。そ

の理由は，より規模の大きいサンプリング単位が，より大きな確率でサンプル（3.1.8）に入る

ことを保証するためである。また，この方法は，実地調査の計画を容易にもする。その理由は，

選出された各サンプル単位において，あらかじめ決められた数の回答者が面接調査を受け，そ

れに応じて調査員を割り当てられるためである。 

注釈 2 規模比例確率サンプリングを使用する場合は，パラメータ（3.2.1）の推定量（3.2.3）において，

このサンプリングを用いていることを考慮しなければならない。また，選択確率の基礎となる

補助データが実際に母集団の特性と相関していることを，データから検証することも賢明とい

える。 

注釈 3 規模比例確率サンプリングは，“PPS サンプリング”（つまり，PPS [probability proportional to size] 
は，規模に比例する確率の意味）と命名されることがある。PPS サンプリングは，補助データ

が関心のある母集団特性と強く相関している場合に特に役立つ。 

3.1.45 
割当てサンプリング，割当て抽出（わりあてさんぷりんぐ，わりあてちゅうしゅつ）（quota sampling） 

あらかじめ定められた構造に適合するように，サンプル（3.1.8）がランダムな方法によらないで選択さ

れる層化サンプリング（3.1.32） 

注釈 1 割当てサンプリングは問題のある方法である。その理由は，サンプリング単位（3.1.5）の選択

がランダムな方法によらないため，標準的な推測統計学の手法が使用できなくなるためである。

割当てサンプリングについて特に懸念されことは，例えば，調査員が特定の結論を念頭に置い

てサンプリング単位を選択する場合のように，明白なかたより（3.2.7）が生じることである。

サンプリングが非確率的であるために，不確実性に関する通常の推定方法は適用できない。 

注釈 2 ここでの定義は，JIS Z 8101-2:2015 の 1.3.8 を基としている。ただし，調査のためのサンプリン

グ（3.1.21）における割当てサンプリングの使用であることを反映するために，“あらかじめ定

められた構造に適合するように”という文言を追加した。 

注釈 3 現実には，費用対効果の観点から，市場調査（特に，多段抽出法を用いる訪問面接調査の最終

工程，アクセスパネルを用いるインターネット調査，会場調査）において，は一般に割当てサ

ンプリングが使われる。 

3.2 推定に関する用語 

3.2.1 
（母集団）パラメータ，母数（ぼすう）（population parameter） 

母集団（3.1.1）の特性に関する未知の数量 

注釈 1 サンプル調査（3.1.20）の目的は，典型的には，あるパラメータを推定することである。パラメ

ータの記号は，通常，ギリシャ文字の小文字の斜体が用いられる。 
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注釈 2 対応国際規格の 3.2.1 の注釈 1 の原文は“The objectives of sample surveys (3.1.20) are typically to 
estimate (3.2.2) certain population parameters”となっている。しかし，“3.2.2 推定値”が名詞であ

るのに対して，この文では動詞“推定する”として用いていることから，(3.2.2)の引用を誤りと

みなして，この規格では削除した。 

注釈 3 ここで規定している定義は，JIS Z 8101-2:2015 の 1.2.2 と異なる。パラメータの値は，センサス

（3.1.19）が実施され，母集団の一つ一つのアイテムからその一つ一つがもつ特性値が誤差なく

得られれば分かるであろうものである。全数調査を実施する前には，パラメータは未知である。 

例 パラメータの例及びその使用される典型的な記号は，母集団合計(τ)，母平均(μ)及び母標準偏差

(σ)である。 

3.2.2 
推定値（すいていち）（estimate） 

推定量（3.2.3）の観測値 
（出典：JIS Z 8101-1:2015 の 1.31） 

注釈 1 推定値は，観測値から得られた数値を指す。パラメータ（3.2.1）の推定に関して，推定量はパ

ラメータを推定することを意図した統計量を指し，推定値は観測値を使用した結果を指す。形

容のために“点”を冠して“点推定値”とし，値の区間ではなく単一の値が生み出されること

を強調する場合もある。同様に，区間に関する推定（3.2.4）が実施される場合には，形容のた

めに“区間”を冠して“区間推定値”とする。 

3.2.3 
推定量（すいていりょう）（estimator） 

サンプル（3.1.8）に基づくパラメータ（3.2.1）の推定に用いられる統計量 

注釈 1 推定量では，サンプリング（3.1.16）の方法と補助情報とが入手可能で重要なものとして考慮さ

れる。母集団（3.1.1）の平均を推定したいときには，推定量が標本平均になることもある。そ

れがふさわしいのは，単純ランダムサンプル（3.1.12）を利用するときである。確率サンプル

（3.1.13）の文脈では，別の推定量も，母平均を推定する意図で利用される。ただし，この推定

量の公式には，一つ一つのアイテムがサンプルに選出される確率が組み込まれることになる。 

注釈 2 対応国際規格の 3.2.3 の注釈 1 の原文は，“An estimator could be the sample average intended to 
estimate (3.2.2) the population (3.1.1) average …”となっている。しかし，“3.2.2 推定値”が名詞で

あるのに対して，この文では動詞“推定する”として用いていることから，(3.2.2)の引用を誤り

とみなして，この規格では削除した。 

注釈 3 この定義は，サンプリングの文脈の中にそれを位置付けるために，JIS Z 8101-1:2015 の 1.12 と

若干異なる。 

例 1 母集団合計が関心の対象となることはよくある。母集団合計の推定量は，サンプルにおける平均

値に母集団内のアイテムの総数を乗じたものとなる場合もある。それは，単純ランダムサンプリ

ングの下で適切となる。 

3.2.4 
推定（すいてい）（estimation） 

推定量（3.2.3）から推定値（3.2.2）を求める過程 

注釈 1 JIS Z 8101-1:2015 の 1.36 における推定は，点推定，区間推定，又は母集団（3.1.1）の諸特性に

関する推定を含むような，かなり広い文脈における推定と解される。ここで規定する定義では，

点推定に重点がある。 
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3.2.5 
標準誤差（ひょうじゅんごさ）（standard error） 

推定量（3.2.3）の標準偏差 
（出典：JIS Z 8101-1:2015 の 1.24） 

注釈 1 （有意味な）補集合を表す用語に該当する“非標準”誤差などというものはない。標準誤差は，

推定量の標準偏差という表現の略語ともみなせる。 

3.2.6 
推定誤差（すいていごさ）（error of estimation） 

推定値（3.2.2）から，推定しようとしているパラメータ（3.2.1）又は母集団（3.1.1）の特性の真の値を

引いたもの 
（出典：JIS Z 8101-1:2015 の 1.32 を以下の注釈 3 に従って変更） 

注釈 1 母集団特性は，母集団合計，母平均，指定された特性をもつアイテムの構成比率などである。 

注釈 2 推定誤差に含まれるものとしては，サンプリング（3.1.16），測定の不確実性，丸めの誤差，又

は他の発生因がある。事実上，推定誤差は，実務家にとって最も重要な関心事を表している。

推定誤差の主要な発生因を見極めることは，サンプリングという行為の質を評価する上で重要

な要素である。 

注釈 3 ここで規定する定義は，JIS Z 8101-1:2015 の 1.32 に記載されているものとは若干異なる。相違

点は，調査のためのサンプリング（3.1.21）の文脈によって，単なる“パラメータ”ではなく“パ

ラメータの値”という用語を用いたことである。 

3.2.7 
かたより（bias） 

推定誤差（3.2.6）の期待値 
（出典：JIS Z 8101-1:2015 の 1.33） 

注釈 1 かたよりがあると，実際に不運な結果を招き得る。例えば，かたよりは，世論調査から誤った

意思決定を導きかねない。一方，調査のためのサンプリング（3.1.21）においては，推定量（3.2.3）
の中（例えば，比推定量，回帰推定量，積推定量）に，僅かに偏っているものの，最良不偏推

定量に比べて散らばりが小さくなり得るものがある。 

注釈 2 パラメータ（3.2.1）の推定量について，考えられる全てのサンプルにわたる平均値が当該の母

数に等しい場合，かたよりはゼロ（0）になる。サンプリングの教科書の中には，必ずしも普遍

的な用語法ではないけれども，この性質をデザイン不偏と呼ぶものもある。 

注釈 3 用語“期待値”は，JIS Z 8101-1:2015 の 2.12 に定義されている。 

3.2.8 
不偏推定量（ふへんすいていりょう）（unbiased estimator） 

かたより（3.2.7）がゼロ（0）となる推定量（3.2.3） 
（出典：JIS Z 8101-1:2015 の 1.34） 

注釈 1 推定量にかたよりがないことは，平均的には推定量が正しい値を与えているという意味で望ま

しいことである。不偏推定量が，母集団（3.1.1）の特性値の“最適な”推定量を探索する際の，

有用な初期値となることは確かである。ここで示した定義は，統計理論的な性質に関するもの

である。日常的には，実務家は，日々の応用において研究にかたよりが生じないように努めて

いる。例えば，ランダムサンプル（3.1.10）が，母集団全体について推定（3.2.4）するために適

しているものとするといったことである。しかし，調査のためサンプリング（3.1.21）の多くの
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適用においては，不偏推定量が容易に利用できるとは限らず，実際，ある種の推定量は，多少

のかたよりはあるものの，極めて精度の高いパラメータ（3.2.1）の推定値（3.2.2）を生み出し

得る。 

3.2.9 
サンプリング誤差，標本誤差（さんぷりんぐごさ，ひょうほんごさ）（sampling error） 

サンプリング（3.1.16）の過程に起因する推定誤差（3.2.6） 

注釈 1 母集団（3.1.1）の全てのアイテムが考慮されているわけではないので，サンプル（3.1.8）から

得られた要約値はサンプルごとに異なり，母集団の値［センサス（3.1.19）から得られたもので

あればそうなるという値］から乖離し得る。サンプリング誤差とは，サンプルだけを考慮する

ために生じる，パラメータ（3.2.1）とその推定値（3.2.2）との差の部分を指す。サンプル内の

特性値の大部分は，パラメータと多少なりとも異なると認識されており，パラメータは母集団

内の全てのアイテムを悉皆的に考慮する場合に限って定まり得る。 

3.2.10 
ノンサンプリング誤差，非標本誤差（のんさんぷりんぐごさ，ひひょうほんごさ）（non-sampling error） 

サンプリング（3.1.16）の過程以外の全ての原因に帰せられる推定誤差（3.2.6） 

注釈 1 サンプル調査（3.1.20）は，実行に困難が伴う。基本的な誤りは，回答者の回答が不正確に記録

されることから，質問内容の誤解によって無回答が生じることまで，様々なものがある。ノン

サンプリング誤差を克服するために，種々の方法が開発されている。ノンサンプリング誤差の

要因には，多くの起こり得るものの中で幾つか挙げれば，サンプリングフレーム（3.1.25）の不

備，回答者の不正直，面接者又は調査企画者の側の不注意，文化的要因によるかたより，面接

調査に伴うかたより，不明瞭な質問文などがある。 

注釈 2 ノンサンプリング誤差は，統計分析において発生するかもしれないような，人的な誤りである

こともある。これらの誤差には，データ入力の誤り，調査票の中の偏った質問，かたよりのあ

る集計方法又は意思決定，不適切な分析，誤った結論及び，回答者から提供された誤った情報

が含まれる。ただし，これら以外にもある。これらの誤差が存在すると，推定値の精度が低下

する可能性が高くなる。 

注釈 3 ノンサンプリング誤差は，統計分析を行うことによって生じる全体誤差の一部である。全体誤

差の残りは，サンプリング誤差（3.2.9）から生じる。サンプリング誤差と異なり，サンプルサ

イズ（3.1.9）を増加させても，ノンサンプリング誤差は少しも低減しない。実際，ノンサンプ

リング誤差は，サンプルサイズの増加とともにいっそうあらわとなり得る（サンプルサイズの

増加とともにサンプリング誤差が減少するにつれて）。残念ながら，ノンサンプリング誤差を完

全に除去することは，実際上不可能である。 

注釈 4 ノンサンプリング誤差は，無回答，符号付けの誤り，計算機処理の誤り，サンプリングフレー

ムの誤り，報告の誤り，その他の誤りから発生する。ノンサンプリング誤差は，データの審査，

無回答のための統計的調整，及び細部への十全の配慮によって低減される。ノンサンプリング

誤差は，ほとんど全ての調査活動の経過において発生する［たとえ完全なセンサス（3.1.19）で

あっても］。例えば，質問に対する回答者の異なった解釈，処理結果の誤り，サンプリングフレ

ームの誤りなどである。無回答の問題は，偏った推定値（3.2.2）をもたらし得る。 

注釈 5 調査のためのサンプリング（3.1.21）（設計又は分析の段階）における多くの手法が，前述のノ

ンサンプリング誤差を修正又は緩和するために開発されている。 

3.2.11 
無回答，非回答，未回答（むかいとう，ひかいとう，みかいとう）（non-response） 
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サンプル（3.1.8）に含まれるサンプリング単位（3.1.5）の観測値の欠落 

注釈 1 無回答は，サンプリングデザイン（3.1.28）を損ないかねない欠測値を表している。欠測値の一

部は，調査者の粘りのおかげで，最終的には観察に置き換えられる。研究者の最善の努力にも

かかわらず，無回答はかたより（3.2.7）又はノンサンプリング誤差（3.2.10）の潜在的な発生因

となる。観測されるべき値が欠測する理由は，サンプリング計画（3.1.24）を実施することが困

難であったり，一部の回答者（サンプリング単位）が，恐らく，調査時に自宅にいなかったり，

観測されるべき値の提供を拒否したりすることにある。 

注釈 2 無回答の処理は，ひどく偏った結果が報告されることを避けるために重要である。調査のため

のサンプリング（3.1.21）における方法論が，無回答を扱うために開発されている。業務運営上

の観点からは，再訪問又は接触の反復が行われる。例えば，調査票が返却されないときには，

面接調査を実施する。最終的には，データを収集するときにそれらの方策を尽くした後に，値

を代入する方法（ゼロ代入，平均値代入及び，回帰による代入）が検討されることになる。重

み付け調整の方法も，無回答の問題に対処するために使用することが可能である。 

注釈 3 無回答は，特定のサンプリング単位の集団［恐らくは層（3.1.7）に依存する集団］の回答率が

著しく異なる状況で，特に問題となる。例えば，電話調査でよくあることは，雇用状態によっ

て住居に関する回答率が異なってくる。 

例 無回答を引き起こす状況には，捕捉範囲の不足，不在，回答不能などが含まれるが，これらに限

らない。捕捉範囲の不足が生じるのは，例えば，農作物の調査において，住宅所有者の庭におけ

る生産物又は農家による市場への直接供給による生産物が含まれていないときである。 

3.2.12 
質問文によるかたより（しつもんぶんによるかたより）（question bias） 

調査用品における質問文の性質に起因するかたより（3.2.7） 

注釈 1 調査用品は，調査票又は調査員が使用する質問の文言などであり得る。 

例 質問文によるかたよりが生じるのは，質問文の言い回しが適切でなく，回答者又はその一部によ

って誤解されている場合である。また，質問文の言い回しが，調査者が入手したいと思っている

ような回答を暗示するようなものである場合にも，質問文によるかたよりが発生する。本来であ

れば適切であるような質問（例えば，宗派，性的な志向，不正薬物の使用など）に対して回答者

が正直には答えたくない，又はそういう気になれないという状況では，質問文によるかたよりが

あるとはいわない。このような場合には，ランダム化回答の手順が用いられることがある（参考

文献[16]）。 

3.2.13 
観測誤差（かんそくごさ）（observational error） 

数量の観測値とその数量の真の値との間の差 

注釈 1 統計学では，誤差は“間違い”ではない。散らばりは，観測されるものについても，観測の過

程についても，固有の部分である。 

3.2.14 
回帰推定量（かいきすいていりょう）（regression estimator） 

一つ以上の補助変数の線形関数によって調整された推定量（3.2.3） 

注釈 1 回帰推定量は，補助情報を活用する。その補助情報は，サンプリング単位（3.1.5）について入

手可能であり，関心のある母集団の特性と強く相関するものである。母集団（3.1.1）全体につ

いての補助データ（3.2.15）が一般的に入手できるのであれば，この情報を使用することで推定
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量（3.2.3）の改善が可能である。 

例 研究対象となる変数を農地での生産高とする。この場合，補助情報は，その農地における作物の

作付数である。 

3.2.15 
補助データ（ほじょでーた）（auxiliary data） 

主要な応答変数以外のサンプリング単位（3.1.5）に関する追加的情報 

注釈 1 補助データは，一つ以上の補助変数の観測値を提供している。それらの補助変数は，母集団特

性を推定する際に分析の段階で役立つことが分かる。特に，回帰推定量（3.2.14）及び比推定量

（3.2.16）は，サンプル（3.1.8）から得られる結果とともに母集団（3.1.1）全体で利用できる補

助データに依存している。 

注釈 2 補助データは，規模比例確率サンプリング（3.1.44）の文脈でも利用可能である。そこで比例さ

せる規模は，ある一つの補助データの大きさである。 

注釈 3 補助データのもう一つの利用法は，層化サンプリング（3.1.32）の計画を実施する前に，いろい

ろな層（3.1.7）のサイズを推定することである。 

例 この規格における補助データの使用に関する他の例には，最適配分（3.1.35），ネイマン配分（3.1.36），
規模比例確率サンプリング（3.1.44），回帰推定量（3.2.14）及び比推定量（3.2.16）が含まれる。 

3.2.16 
比推定量（ひすいていりょう）（ratio estimator） 

分子はサンプル（3.1.8）の観測値から得られ，分母の値は母集団（3.1.1）の全体について得られるよう

な一つの推定量を別の推定量で除して求められる推定量（3.2.3） 

注釈 1 比推定量は，有限母集団（3.1.2）からのサンプリング（3.1.16）によく現れる。比推定量は，二

段サンプリング（3.1.41）にも現れる。 

注釈 2 この規格における二つの例は，比の推定について述べている。標準的な比推定は，サンプルか

ら求めた比を利用して，母集団合計，母平均などのパラメータを推定する方法を指している。

例 2 をそのまま用いると，トラクターの数及び正味耕作面積の標本平均を，それぞれ，𝑦ത，𝑥തと
し，正味耕作面積の母集団合計𝜏𝑥を既知とすれば，トラクター総数の比推定量は，𝜏ො𝑦 = 𝑦ത𝑥ത 𝜏𝑥と表

せる。 

例 1 調査対象の変数が農場での去勢牛の数で，補助変数が農場の面積である場合，比推定量を使用し

て，農場当たりの去勢牛の平均数を推定することが可能である。 

例 2 調査対象は，ある地区におけるトラクターの総数の推定（正味耕作面積が補助変数）である。そ

の地区の中にある N 個の村から n 個の村がランダムに選ばれたとする。 

yi：i 番目にランダムに選ばれた村のトラクターの総数である。 

xi：i 番目にランダムに選ばれた村の正味耕作面積である。 

Ri = yi /xi：i 番目にランダムに選択された村の正味耕作面積一単位当たりのトラクターの総数であ

る。 

3.2.17 
ホルビッツ-トンプソン（Horvitz-Thompson）推定量（ほるびっつ-とんぷそんすいていりょう）（Horvitz-
Thompson estimator） 

観測値にそれらの包含確率の逆数を重みとして掛ける推定量（3.2.3） 

注釈 1 ホルビッツ-トンプソン推定量は，任意の確率サンプリング計画（3.1.24）に使用できる汎用的
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な推定量である。サンプリング単位（3.1.5）がサンプル（3.1.8）に含まれる確率をπi と表す。

母集団合計についてのホルビッツ-トンプソン推定量は次式で与えられる。 

i

ii s

y



 

ここで， s： サンプルにおける添字の集合 
 yi： サンプルにおける添字 i のアイテムの観測値 
 πi： 添字 i のアイテムの包含確率 
この推定量は不偏である。 

注釈 2 状況によっては，ホルビッツ-トンプソン推定量の分散の推定量が負になることがある（参考文

献[15]）。 

注釈 3 ホルビッツ-トンプソン推定量の分散のイェーツ-グランディー（Yates-Grundy）推定量は，

Midzuno(1952)（参考文献[12]）によるサンプリングスキームでは，負にならない。 

3.2.18 
サンプリング率，抽出率（さんぷりんぐりつ，ちゅうしゅつりつ）（sampling fraction） 

母集団(3.1.1)，部分母集団(3.1.3)，クラスター(3.1.6)又は層(3.1.7)から選ばれたサンプリング単位(3.1.5)
の数が，それぞれ，母集団，部分母集団，クラスター又は層の中のサンプリング単位の総数に占める割合 

注釈 1 ほとんどの状況において，サンプリング率は，部分母集団，クラスター又は層ごとに異なる。 

3.2.19 
有限母集団修正，fpc（ゆうげんぼしゅうだんしゅうせい）（finite population correction） 

有限母集団（3.1.2）からの非復元サンプリング（3.1.18）における調整因子 

例 非復元単純ランダムサンプリングにおいては，標本平均の分散は，“(σ2∕n)(1-n/N)”である。第二因

子が有限母集団修正である。サンプリング率（3.2.18）が 1 に近づくと，有限母集団修正は次第に

ゼロ（0）に近づく。対照的に，復元サンプリング（3.1.17）においては，そのような修正は必要

ない。 
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附属書 A 
(参考) 

 
用語の開発に用いた方法論 

A.1 一般 

JIS を普遍的に適用するためには，統計の応用の規格を使用する可能性のある全ての利用者にとって，

分かりやすく，相互に矛盾のない，調和のとれた用語を用いていることが要求される。 

概念というものは互いに独立したものではなく，統計的方法の分野で用いられる概念の相互関係を分析

し，概念の体系として整理することは，相互に矛盾のない用語を作成するうえで不可欠である。このよう

な分析がこの規格の原案作成に際して行われた。原案作成作業で用いられたコンセプトダイアグラムは参

考として有用と考え，図 A.1 から図 A.3 に再録した。 

A.2 見出し語の内容及び置換えルール 

概念は，言語間の変換の単位となる（一つの言語の中での変形を含む。例えば，米語及び英語）。各言語

ごとに，その言語における概念を普遍的に分かりやすくするための最適な用語の選択，すなわち翻訳に対

する文学的ではない方法で選択している。 

ある定義は，概念を明確にするために本質的な特性だけを記述している。重要ではあるが，その説明に

本質的ではない概念に関する情報は，その定義の参考として記述していれる。 

用語をその定義で置き換えるとき，小さな構文上の変更は行うにしても，文章の意味が変わることは望

ましくない。このような置き換えは，定義の正確さをチェックする簡単な方法である。しかし，定義が多

くの用語を含み，意味が複雑な場合には，置換えは一度に一つ又は多くとも二つにとどめないとうまくい

かない用語の全文を置き換えることは，構文的に実現が難しくなり，また，意味を伝える助けにならない

ことになる。 

A.3 概念の相互関係及び図示 

A.3.1 一般 

概念間の相互関係は，“種”の特性の階層構造に基づくため，用語の定義作業において，概念の最も容易

な記述は，その“種”に名前を付けること，及びその親の概念又は兄弟の概念を区別する特性を記述する

ことによって行える。この附属書に示す概念問の相互関係には，三つの基本形がある。それは一般的関係

（A.3.2)，部分的関係(A.3.3)及び連関的関係(A.3.4)である。 

A.3.2 一般的関係 

階層内の下位概念は，上位概念の全ての特性を受け継ぎ，また，上位（親）の概念及び同位（兄弟）の

概念と区別する特性についての記述を含む。例えば，“春夏秋冬”と“季節”との関係である。一般的関係

は，矢印なしの扇又は樹形図で示される（図 A.1 参照）。 
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図 A.1－般的な関係の図示 

A.3.3 部分的関係 

階層内の下位概念が，上位概念の構成部分を形成する。例えば，“春夏秋冬”は，“年”という概念の部

分として定義してもよい。これに対し，“晴天”（夏の一つの特性）を“年”の部分として定義するのは不

適切である。部分的関係は，矢印なしのレーキ（熊手）の記号で示される（図 A.2 参照）。単数の部分は一

本の直線で，複数の部分は二重線で示される。 

 

図 A.2－部分的な関係の図示 
注記 対応国際規格の記載に誤りがあるため修正した。 

A.3.4 連関的関係 

連関的関係は，一般的関係及び部分的関係で示したように簡単には記述できないが，概念の体系の中で，

一つの概念及び他の概念の関係の性質を明確にするために役立つ。例えば，原因と結果，活動と位置，活

動と結果，道具と機能，材料，製品などである。連関的関係は，両端に矢印のある直線で示される（図 A.3
参照）。 

 

図 A.3－連関的関係の図示 
  

季節 

春 夏 秋 冬 

春 夏 秋 冬 

年 

夏 晴天 
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附属書 B 
(参考) 

 
コンセプトダイアグラム（概念体系図） 

図 B.1－基本的な標本抽出法の概念 
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図 B.2－推定の概念 
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図 B.3－標本抽出法の類型 
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附属書 C 
(参考) 

 
標本抽出法に関する用語索引 

 
3.1.1 母集団 

3.1.2 有限母集団 

3.1.3 部分母集団 

3.1.4 超母集団 

3.1.5 サンプリング単位，抽出単位，単位 

3.1.6 クラスター，集落 

3.1.7 層 

3.1.8 サンプル，試料，標本，資料 

3.1.9 サンプルサイズ，サンプルの大きさ，標本の大きさ 

3.1.10 ランダムサンプル，無作為標本 

3.1.11 ランダムサンプリング，無作為抽出，無作為抜取 

3.1.12 単純ランダムサンプル，単純無作為標本 

3.1.13 確率サンプル，確率標本 

3.1.14 代表性のあるサンプル，代表性のある標本 

3.1.15 選択確率 

3.1.16 サンプリング，抽出 

3.1.17 復元サンプリング，復元抽出 

3.1.18 非復元サンプリング，非復元抽出 

3.1.19 センサス，全数調査，悉皆調査 

3.1.20 サンプル調査，標本調査 

3.1.21 調査のためのサンプリング，標本調査法 

3.1.22 試験調査 

3.1.23 意識調査 

3.1.24 サンプリング計画 

3.1.25 サンプリングフレーム，標本抽出枠，抽出枠 

3.1.26 二重フレーム 

3.1.27 エリアフレーム，地域フレーム 

3.1.28 サンプリングデザイン，標本設計 

3.1.29 系統サンプリング，系統抽出，系統抜取 

3.1.30 擬似ランダムサンプリング 

3.1.31 判断に基づくサンプリング，有意サンプリング 
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3.1.32 層化サンプリング，層別サンプリング 

3.1.33 層化単純ランダムサンプリング，層別単純ランダムサンプリング，層化

単純無作為抽出，層別単純無作為抽出 

3.1.34 比例配分 

3.1.35 最適配分 

3.1.36 ネイマン配分 

3.1.37 事後層化，事後層別 

3.1.38 クラスターサンプリング，集落サンプリング 

3.1.39 事後クラスターサンプリング 

3.1.40 多段サンプリング，多段抽出 

3.1.41 二段サンプリング 

3.1.42 多段クラスターサンプリング，多段集落サンプリング 

3.1.43 逆サンプリング 

3.1.44 規模比例確率サンプリング 

3.1.45 割当てサンプリング，割当て抽出 

  

推定に関する用語 

3.2.1 パラメータ，母数 

3.2.2 推定値 

3.2.3 推定量 

3.2.4 推定 

3.2.5 標準誤差 

3.2.6 推定誤差 

3.2.7 かたより 

3.2.8 不偏推定量 

3.2.9 サンプリング誤差，標本誤差 

3.2.10 ノンサンプリング誤差，非標本誤差 

3.2.11 無回答，非回答，未回答 

3.2.12 質問文によるかたより 

3.2.13 観測誤差 

3.2.14 回帰推定量 

3.2.15 補助データ 

3.2.16 比推定量 

3.2.17 ホルビッツ-トンプソン推定量 

3.2.18 サンプリング率，抽出率 

3.2.19 有限母集団修正 
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附属書 D 
(参考) 

 
標本抽出に関する用語索引（五十音順） 

 
【い】  

意識調査 3.1.23 

【え】  

エリアフレーム 3.1.27 

【か】  

回帰推定量 3.2.14 

確率サンプル 3.1.13 

確率標本 3.1.13 

かたより 3.2.7 

観測誤差 3.2.13 

【き】  

擬似ランダムサンプリング 3.1.30 

規模比例確率サンプリング 3.1.44 

逆サンプリング 3.1.43 

【く】  

クラスター 3.1.6 

クラスターサンプリング 3.1.38 

【け】  

系統サンプリング 3.1.29 

系統抽出 3.1.29 

系統抜取 3.1.29 

【さ】  

最適配分 3.1.35 

サンプリング 3.1.16 

サンプリング計画 3.1.24 

サンプリング誤差 3.2.9 

サンプリング単位 3.1.5 

サンプリングデザイン 3.1.28 

サンプリングフレーム 3.1.25 

サンプリング率 3.2.18 

サンプル 3.1.8 
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サンプルサイズ 3.1.9 

サンプル調査 3.1.20 

サンプルの大きさ 3.1.9 

【し】  

試験調査 3.1.22 

事後クラスターサンプリング 3.1.39 

事後層化 3.1.37 

事後層別 3.1.37 

悉皆調査 3.1.19 

質問文によるかたより 3.2.12 

集落 3.1.6 

集落サンプリング 3.1.38 

試料 3.1.8 

資料 3.1.8 

【す】  

推定 3.2.4 

推定誤差 3.2.6 

推定値 3.2.2 

推定量 3.2.3 

【せ】  

センサス 3.1.19 

全数調査 3.1.19 

選択確率 3.1.15 

【そ】  

層 3.1.7 

層化サンプリング 3.1.32 

層化単純無作為抽出 3.1.33 

層化単純ランダムサンプリング 3.1.33 

層別サンプリング 3.1.32 

層別単純無作為抽出 3.1.33 

層別単純ランダムサンプリング 3.1.33 

【た】  

代表性のあるサンプル 3.1.14 

代表性のある標本 3.1.14 

多段クラスターサンプリング 3.1.42 

多段サンプリング 3.1.40 

多段集落サンプリング 3.1.42 
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多段抽出 3.1.40 

単位 3.1.5 

単純無作為標本 3.1.12 

単純ランダムサンプル 3.1.12 

【ち】  

地域フレーム 3.1.27 

抽出 3.1.16 

抽出単位 3.1.5 

抽出率 3.2.18 

抽出枠 3.1.25 

調査のためのサンプリング 3.1.21 

超母集団 3.1.4 

【に】  

二重フレーム 3.1.26 

二段サンプリング 3.1.41 

【ね】  

ネイマン配分 3.1.36 

【の】  

ノンサンプリング誤差 3.2.10 

【は】  

パラメータ 3.2.1 

判断に基づくサンプリング 3.1.31 

【ひ】  

非回答 3.2.11 

比推定量 3.2.16 

非標本誤差 3.2.10 

非復元サンプリング 3.1.18 

非復元抽出 3.1.18 

標準誤差 3.2.5 

標本 3.1.8 

標本誤差 3.2.9 

標本設計 3.1.28 

標本抽出枠 3.1.25 

標本調査 3.1.20 

標本調査法 3.1.21 

標本の大きさ 3.1.9 

比例配分 3.1.34 
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【ふ】  

復元サンプリング 3.1.17 

復元抽出 3.1.17 

部分母集団 3.1.3 

不偏推定量 3.2.8 

【ほ】  

母集団 3.1.1 

補助データ 3.2.15 

母数 3.2.1 

ホルビッツ-トンプソン推定量 3.2.17 

【み】  

未回答 3.2.11 

【む】  

無回答 3.2.11 

無作為抽出 3.1.11 

無作為抜取 3.1.11 

無作為標本 3.1.10 

【ゆ】  

有意サンプリング 3.1.31 

有限母集団 3.1.2 

有限母集団修正 3.2.19 

【ら】  

ランダムサンプリング 3.1.11 

ランダムサンプル 3.1.10 

【わ】  

割当てサンプリング 3.1.45 

割当て抽出 3.1.45 
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